
４．就業支援に関する施策等

（職業訓練）



地方公共団体指定の講座修了後に
受講費用の60％を支給（上限、修学
年数×20万円、最大80万円）
※働いていない人も含む

雇 用 保 険 加 入 者
厚生労働大臣が指定する講座を受
講し、修了等した場合、受講費用の
最大60％（平成30年１月から最大
70%）を支給（上限年間48万円（平成
30年１月から最大56万円））※働いて
いないひとも含む

教育訓練給付金

自立支援教育訓練給付金

公共職業訓練等の全期間中支給
日額：２,０００～８,３３５円
※令和元年8月1日 以降の適用額

雇用保険の基本手当

職業訓練の全期間中支給
日額：３，５３０～４，３１０円
※他に通所手当等あり

訓練手当（職業転換給付金）

１年以上養成機関で修学する
場合に、修業期間（上限４年）
について生活費を支給。
月額：100,000円
（市町村民税非課税世帯の場合）

課程修了までの最後の１年は
４万円加算

＜対象資格＞
都道府県等の長が地域の実情に応じ
て定めるもの
（例）看護師、理学療法士、作業療法
士 等

高等職業訓練促進給付金

無利子で貸付（保証人有り）

生活資金：
月額：141,000円
貸付期間：5年以内
償還期限：20年以内

技能修得資金：
月額68,000円
貸付期間：5年以内
償還期限：20年以内

職業訓練メニュー

求職者支援訓練等の受講期間中の
受講手当（月10万円）、通所手当及び
寄宿手当（いずれも所定額）を支給
※一定の要件あり

職業訓練受講給付金

働いていないひと

訓練受講を支援する施策母子家庭の母等

母子家庭の母等の特別対策

母子父子寡婦福祉貸付金

雇用保険非加入者
（週20時間未満の短時間労働者など）

雇用保険受給資格者（離職者など）

雇用保険受給資格者以外

（専業主婦だった者など）

働いているひと

（令和元年度）
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公共職業訓練の実施

母子家庭の母等の職業能力を開発し、就職を支援するため、訓練の受講を希望し、本人の職業能力・求職条件等から
受講の必要性が高い者に対し無料の公共職業訓練の受講をあっせんしている。

なお、雇用保険受給資格者以外の母子家庭の母等が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練を受講する場合には、
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、訓練手当が支給され
る。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づく訓練手当の支給人数
（雇用保険受給資格者以外の母子家庭の母等が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練を受講する場合）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

受給件数 652件 618件 582件 452件 363件 281件
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自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母及び父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、自立を促進するため、母子家庭の母及び父子家庭の父が、
教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給する自立支援教育訓練給付事業を実施している。

①雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができない場合：受講料の６割相当額、上限20万円(12千円
を超えない場合は支給しない。）

②雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができる場合：①に定める額から教育訓練給付金（受講料の２
割相当額。）の額を差し引いた額(12千円を超えない場合は支給しない。）

平成15年度から母子家庭の母を対象に事業を開始し、平成25年度からは、事業の対象に父子家庭を追加して実施している。
実施主体は、地方公共団体（都道府県、市及び福祉事務所設置町村）であり、対象となる教育訓練講座は、雇用保険制度の

教育訓練給付の指定講座に加え、都道府県等の長が地域の実情に応じて定めることができることになっている。

自立支援教育訓練給付金事業の実施状況

都道府県 指定都市 中核市 一般市等 合計

平成１５年度 35か所(74.5%) 1か所(7.7%) 6か所(17.1%) 116か所(17.6%) 158か所(21.0%)

平成２５年度 47か所(100.0%) 20か所(100.0%) 42か所(100.0%) 732か所(92.4%) 841か所(93.3%)

平成２６年度 47か所(100.0%) 20か所(100.0%) 43か所(100.0%) 738か所(93.1%) 848か所(93.9%)

平成２７年度 47か所(100.0%) 20か所(100.0%) 45か所(100.0%) 737か所(93.2%) 849か所(94.0%)

平成２８年度 47か所(100.0%) 20か所(100.0%) 48か所(100.0%) 737か所(93.4%) 852か所(94.2%)

平成２９年度 47か所(100.0%) 20か所(100.0%) 48か所(100.0%) 739か所(93.7%) 854か所(94.5%)

平成３０年度 47か所(100.0%)※ 20か所(100.0%) 54か所(100.0%) 740か所(94.4%) 861か所(95.1%)

出典：厚生労働省子ども家庭局調べ
（注）（ ）内は、都道府県、市等における実施割合。

※ 都道府県47か所には、県内の全市町村で実施している２自治体を含む（島根県、広島県）。
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自立支援教育訓練給付金事業の実績

＜支給実績等＞

事前相談件数 受講開始件数 支給件数

平成１５年度 1,569件 483件 186件

平成２５年度 3,068件 1,253件 1,004件

平成２６年度 2,660件 928件 647件

平成２７年度 2,970件 936件 641件

平成２８年度 3,352件 1,196件 816件

平成２９年度 5,224件 2,936件 1,965件

平成３０年度 5,982件 3,493件 2,591件

＜就業実績＞

総数
常勤 非常勤・パート 自営業・その他

平成１５年度 89件 27件 57件 5件

平成２５年度 675件 215件 430件 30件

平成２６年度 488件 186件 281件 21件

平成２７年度 513件 189件 313件 11件

平成２８年度 637件 244件 366件 27件

平成２９年度 1,619件 846件 729件 44件

平成３０年度 2,183件 1,229件 908件 46件

出典：厚生労働省子ども家庭局調べ
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高等職業訓練促進給付金等事業

経済的な自立に効果的な資格の取得により、母子家庭の母及び父子家庭の父が、児童扶養手当から早期脱却することを支援
するため、養成機関で１年以上修学する場合に、 当該期間中の生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的に
給付金を支給する高等職業訓練促進給付金事業を実施している。

平成15年度から母子家庭の母を対象に事業を開始し、平成25年度からは、事業の対象に父子家庭を追加して実施している。
実施主体は、都道府県、市、福祉事務所設置町村であり、対象となる資格については、都道府県等の長が地域の実情に応じ

て定めることになっている。

高等職業訓練促進給付金等事業の実施状況

都道府県 指定都市 中核市 一般市等 合計

平成１５年度 29か所(61.7%) 1か所(7.7%) 6か所(17.1%) 91か所(13.8%) 127か所(16.9%)

平成２５年度 47か所(100.0%) 20か所(100.0%) 42か所(100.0%) 727か所(91.8%) 836か所(92.8%)

平成２６年度 47か所(100.0%) 20か所(100.0%) 43か所(100.0%) 741か所(93.4%) 851か所(94.2%)

平成２７年度 47か所(100.0%) 20か所(100.0%) 45か所(100.0%) 744か所(94.1%) 856か所(94.8%)

平成２８年度 47か所(100.0%) 20か所(100.0%) 48か所(100.0%) 752か所(95.3%) 867か所(95.9%)

平成２９年度 47か所(100.0%) 20か所(100.0%) 48か所(100.0%) 757か所(95.9%) 872か所(96.5%)

平成３０年度 47か所(100.0%)※ 20か所(100.0%) 54か所(100.0%) 753か所(96.0%) 874か所(96.6%)

出典：厚生労働省子ども家庭局調べ
（注）（ ）内は、都道府県、市等における実施割合。

※ 都道府県47か所には、県内の全市町村で実施している２自治体を含む（島根県、広島県）。
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高等職業訓練促進給付金等事業の実績

＜支給実績等＞

総支給件数 資格取得者件数

平成２５年度 7,875件 3,212件

平成２６年度 6,961件 2,804件

平成２７年度 5,768件 2,256件

平成２８年度 7,110件 2,475件

平成２９年度 7,312件 2,585件

平成３０年度 7,990件 2,647件

＜就業実績＞

総数
常勤 非常勤・パート 自営業・その他

平成１５年度 128件 112件 13件 3件

平成２５年度 2,631件 2,369件 253件 9件

平成２６年度 2,217件 2,003件 201件 13件

平成２７年度 1,785件 1,561件 219件 5件

平成２８年度 1,920件 1,749件 158件 13件

平成２９年度 1,993件 1,797件 173件 23件

平成３０年度 2,106件 1,909件 177件 20件

出典：厚生労働省子ども家庭局調べ 7



高等職業訓練促進資金貸付事業

高等職業訓練促進給付金を活用して就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の自立の促進を図るため、高
等職業訓練促進資金（入学準備金50万円、就職準備金20万円）を貸し付ける事業を実施している。
（平成27年度補正）

＜貸付実績＞

入学準備金
貸付件数

就職準備金
貸付件数

平成２８年度 787件 362件

平成２９年度 1,977件 821件

平成３０年度 1,542件 907件

出典：厚生労働省子ども家庭局調べ
（注）平成28年度の実績に平成27年度分含む。
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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

高等学校を卒業していないことから希望する就業ができないことや安定した就業が難しいなどの支障が生じているため、高
等学校を卒業していない（中退を含む。）ひとり親家庭の親や子どもが、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると
認められる高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、受講修了時給付金（受講費用の２割相当額（４千円を超
える場合。上限１０万円））及び合格時給付金（受講費用の４割相当額（上限は受講修了時給付金と合算し１５万円））を支
給するひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業を実施している。

平成27年度から事業を開始し、実施主体は地方公共団体（都道府県、市及び福祉事務所設置町村）であり、対象となる講座
は、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座とし、実施主体が適当と認めたものとしている。

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の実施状況

都道府県 指定都市 中核市 一般市等 合計

平成２７年度 20か所(42.6%) 6か所(30.0%) 4か所(8.9%) 51か所(6.4%) 81か所(9.0%)

平成２８年度 33か所(70.2%) 17か所(85.0%) 28か所(58.3%) 126か所(16.0%) 204か所(22.6%)

平成２９年度 37か所(78.7%) 17か所(85.0%) 35か所(72.9%) 177か所(22.4%) 266か所(29.4%)

平成３０年度 39か所(83.0%) 18か所(90.0%) 40か所(74.1%) 207か所(26.4%) 304か所(33.6%)

出典：厚生労働省子ども家庭局調べ
（注）（ ）内は、都道府県、市等における実施割合。

＜支給実績＞

事前相談 支給件数

平成２７年度 81件 6件

平成２８年度 164件 28件

平成２９年度 201件 50件

平成３０年度 163件 46件
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